
議案第 ８ 号 

令和７年度貝塚市一般会計補正予算（第 12 号）の件 

令和７年度貝塚市の一般会計補正予算（第 12 号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７８１，３４７千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４３，４０４，４０２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第 213 条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用することができ

る経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

令和８年２月 24 日提出 

 

                                                貝塚市長 牛 尾 治 朗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　歳　入 (単位   千円)

10. 地方交付税 6,681,481 409,685 7,091,166

1. 地方交付税 6,681,481 409,685 7,091,166

14. 国庫支出金 9,532,234 77,608 9,609,842

1. 国庫負担金 7,368,289 4,600 7,372,889

2. 国庫補助金 2,137,263 73,008 2,210,271

15. 府支出金 3,434,868 2,455 3,437,323

1. 府負担金 2,550,828 2,300 2,553,128

2. 府補助金 652,253 155 652,408

16. 財産収入 41,363 102,595 143,958

1. 財産運用収入 40,963 4,018 44,981

2. 財産売払収入 400 98,577 98,977

17. 寄附金 814,431 108,004 922,435

1. 寄附金 814,431 108,004 922,435

20. 諸収入 960,676 500 961,176

5. 雑入 526,336 500 526,836

21. 市債 2,314,400 80,500 2,394,900

1. 市債 2,314,400 80,500 2,394,900

42,623,055 781,347 43,404,402

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 6,455,067 456,059 6,911,126

1. 総務管理費 5,160,641 451,956 5,612,597

3. 戸籍住民基本台帳費 283,162 4,103 287,265

3. 民生費 20,170,608 9,840 20,180,448

1. 社会福祉費 7,952,794 174 7,952,968

2. 児童福祉費 8,778,479 9,666 8,788,145

4. 衛生費 4,404,871 5,500 4,410,371

1. 保健衛生費 1,523,615 5,500 1,529,115

8. 土木費 3,098,261 95,978 3,194,239

6. 住宅費 282,771 95,978 378,749

10. 教育費 2,960,910 135,397 3,096,307

1. 教育総務費 538,405 500 538,905

2. 小学校費 888,752 110,220 998,972

3. 中学校費 548,927 24,677 573,604

12. 諸支出金 17,792 78,573 96,365

1. 公共施設等整備基金 7,789 6,647 14,436

2. 減債基金 120 71,926 72,046

42,623,055 781,347 43,404,402

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



2. 1.

三館等合同施設整備事業 521,432

2. 3.

住民基本台帳事務 3,025

2. 3.

戸籍事務 6,512

2. 3.

受付・サービス事業 1,078

3. 2.

すくすく子ども館施設等整備事業 44,980

4. 1.

岸和田市貝塚市斎場整備事業 9,830

8. 1.

ＦＭ推進事業 2,420

総務費 戸籍住民基本台帳費

民生費 児童福祉費

衛生費 保健衛生費

総務費 戸籍住民基本台帳費

総務費 戸籍住民基本台帳費

土木費 土木管理費

　　　　　　　　　　第  ２  表　　　　繰　　越　　明　　許　　費

（単位　千円）

款 項 事 業 名 金 額

総務費 総務管理費



款 項 事 業 名 金 額

8. 5.

水間公園整備事業 52,560

9. 1.

防災行政無線維持管理事業 9,532

10. 2.

小学校管理事業（臨時） 93,716

10. 3.

中学校管理事業（臨時） 8,756

10. 4.

幼稚園管理事業（臨時） 726

土木費 都市計画費

消防費 消防費

教育費 幼稚園費

教育費 中学校費

教育費 小学校費



起債の 起債の

方  法 借入先 償還期限 据置期間 その他 方  法 借入先 償還期限 据置期間 償還方法 その他

千円 年以内 年以内      千円 年以内 年以内

29,900 証書借入 年6.5％以内 政　府 30 5 左記の条件の範囲  証券発行の場合 35,800 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

又は （ただし、利率見 内において借入先  において発行価

証券発行 直し方式で借り入 その他 に融通条件がある  格が額面金額を

579,800 れる政府資金及び 30 5 場合その条件に従  下回るときは、 584,800 同左 同左

地方公共団体金融 うことができる。  それぞれの発行

機構資金について、 ただし、財政の都  価格差減額を埋

105,500 利率の見直しを行っ 30 5 合により償還期限  めるために必要 175,100 同左 同左

た後においては、 及び据置期間を短  な金額をそれぞ

当該見直し後の利 縮し又は繰上償還  れの限度額に加

率） 若しくは低利に借  算した金額を限

り換えることがで  度額とする。

きる。

起債合計 2,314,400 2,394,900

 年賦又は

 半年賦・

 くは満期

 均等若し

市 民 文 化 会 館
施 設 整 備 事 業

利  率
償還の方法

 一括償還

 元利均等

 又は元金

限度額利  率

岸 和 田 市 貝 塚 市
斎場施設整備事業

学 校 施 設
整 備 事 業

備   考
償還方法

第３表  地 方 債 補 正

起債の目的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額
償還の方法

備　　考


